
議   第   ３９   号   

令和 ５ 年 ２ 月２０日提出   

 

   熊本市消防団員の定員、任用、服務等に関する条例の一部改正について 

 

 熊本市消防団員の定員、任用、服務等に関する条例の一部を次のように改正する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

熊本市消防団員の定員、任用、服務等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 熊本市消防団員の定員、任用、服務等に関する条例（昭和３９年条例第５０号）の

一部を次のように改正する。 

 

 目次中「第１条」の次に「・第１条の２」を加え、「第５条」を「第５条の２」に、

「・第６条の２」を「―第６条の３」に改める。 

第１章中第１条の次に次の１条を加える。 

（団員の種類） 

第１条の２ 団員の種類は、次に掲げるものとする。 

(1) 基本団員 機能別団員以外の団員をいう。 

(2) 機能別団員 特定の活動にのみ従事する団員をいう。 

２ 機能別団員の種類は、次に掲げるものとする。 

(1) 防災サポーター 熊本市内の大学等に在学している学生を対象として任命す

る、大規模災害の発生時における活動等に従事する団員をいう。 

(2) 災害対応団員 団員を退職した者のうち団員として１５年以上の経験を有す

るものを対象として任命する、災害発生時における活動等に従事する団員をいう。 

３ 前項に規定するもののほか、機能別団員が従事する活動等については、消防長が

別に定める。 

第２条に次の１項を加える。 

２ 団員の種類ごとの定員は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとお
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りとする。 

(1) 基本団員 ４，３００人 

(2) 機能別団員 ５００人 

第３条第１号中「勤務する」を「通勤し、若しくは通学する」に改める。 

第４条の次に次の１条を加える。 

 （定年による退職） 

第４条の２ 団員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の３月

３１日に退職する。 

２ 団員の定年は、年齢７０年とする。ただし、消防団長又は副団長である者の定年

は、年齢７５年とする。 

 第５条の見出し中「退職」の次に「の手続」を加え、同条に次の１項を加える。 

２ 前項の規定は、前条の規定による退職及び次条第１項の任期が満了したことによ

る退職については、適用しない。 

第５条の２の見出し中「機能別団員」を「防災サポーター」に改め、同条第１項中

「機能別団員（特定の活動にのみ参加する団員をいう。以下同じ。）」を「防災サポー

ター」に改め、同条第２項中「機能別団員」を「防災サポーター」に改め、同条第３

項を削る。 

第６条の３第１項各号中「団長」を「消防団長」に改める。 

 

  附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

  

 （提出理由） 

消防団の機能別団員として新たに災害対応団員を設置するとともに、消防団員の

定年を定める等のため、所要の改正を行う必要がある。 

これが、この条例案を提出する理由である。 
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